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第10回定時総会 

 

公益目的支出計画実施報告書の承認に関する説明事項 

 

一般法人へ移行した法人は、行政庁に公益目的支出計画の実施の完了の確認を受けるまで

の間、公益目的支出計画に定めた公益目的のための支出を適正に行う必要があるため、移行

後も公益目的支出計画の実施状況を明らかにする報告書を作成し、提出しております。 

 

【別紙２．公益目的支出計画実施報告書】をご参照下さい。 

 

当会の１．公益目的財産額は「446,598,834 円」で確定し、公益認定等委員会から承認を受

けております。 

当会の２．①前事業年度末日の公益目的支出差額が「344,154,519 円」であったところ、 

２．②当該事業年度の公益目的支出の額が「92,905,850 円」となり、 

２．③当該事業年度の実施事業収入の額は「53,883,400 円」となったことにより、 

２．当該事業年度の公益目的収支差額（①＋②－③）は「383,176,969 円」となり、 

３．当該事業年度末日の公益目的財産残額は「63,421,865 円」となりました（計画を

「24,551,566 円」下回っています）。 

 

新型コロナウイルス感染拡大により、予定していた外部会議の多くが開催を見合わること

となったため、開催経費・役職員の出張旅費を中心に計画を下回りました。 

公益目的支出計画の完了予定日は 2022(令和 4)年 3 月 31 日としておりますが、公益目的収

支差額が計画を下回っており、2021(令和 3)年度中に公益目的支出計画実施期間の延長を申

請する予定です。今回の報告にもその旨を記載いたします（「４．２の欄に記載した額が計画

に記載した見込み額と異なる場合、その概要及び理由」欄）。 
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